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********************* 
訳者はしがき

本稿は、 JosephW. Bendersky, Book Review, Carl Schmitt and Hermann 

Heller, Telos, No. 113, (1998) 157の全訳である。この書評の対象となった

書物は、ダイゼンハウスが 1997年に出版した DavidDyzenhaus, Legality 

and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller zn 

Weimar (Clarendon Press, 1997)であり、私は本書の邦訳書として 『合法

性と合理性一ー ワイマール期におけるカール・シュミッ ト、 ハンス ・ケル

ゼンおよびヘルマン ・ヘラー』 （春風社、2020年）を公表している。

書評 の著者、ジョーゼフ ．W.ベンダ ー スキ ー には、 JosephW 

Bendersky, Carl Schmitt-Theorist for the Reich (Princeton University 

Press, 1983)という著書があり、 出版の翌年にその邦訳が『カ ール ・シュミ

ット論』 として御茶ノ水書房から出版されている。

すでに本紀要の前号で私が翻訳したショウアーマンの書評とは対照的

に、ベンダースキーはダイゼンハウスの本書にかなり厳しい評価を与えて

いる。たとえば、分析方法については主観と客観の区別がないとか、扱う

文献を恣意的に選択しているとか、さらにはシュミットを不当に低く評価

しているのに対して、ヘラ ーに不当に高い評価を与えているというもので

ある。それがどれほど説得力があるか読者に判断していただきたい。
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********************* 

（1)本書の方法論 ：グラム シの立場、バーマ ンの統合法学

ダイゼンハウスの著作は、主義主張の学と評するのがもっとも相応し

い。本書の精神もその内容も共にその著者の情熱的なコミットメントと議

論好きなアプローチを反映する。それはときに学問的分析であり、ときに

政治的処方箋であり、ときどき両者が区別困難な方法で総合される。ダイ

ゼンハウスは次のようなグラムシ (Gramsci)の立場を信奉する。つまり

「法哲学および政治哲学であれば、それは......政治的コミットメントのパ

ッケージの労作および正当化理由である。」(5頁）。彼はまた、「私の主要

な三人の主人公の特定の立場についての解説、それらの立場の分析、歴史

と、私たちと同時代の政治哲学および法哲学に関する討論の間を移動す

る」という彼の議論の展開によって、「政治、道徳および歴史」を結びつけ

るハロルド •J. バーマン (Harold J. Berman)の「統合法学 ("integrative

jurisprudence"）」 を採用した (xi-xii頁）。彼は、「『不在者間の対話 ('a

dialogue between absentees'）』 を成立させるために、私は、他の二人に対

抗して一人」を演じる。 (4頁）

(2)本書が主役の三人に下した結論

これらの見地からダイゼンハウスはいま現在のための「教訓 ("les-

sons"）」を提供する書物を著し、シュミット、ケルゼンおよびヘラーが「法

と正当性 ("lawand legitimacy”)」について今でも変わ らず決定的に重要な

課題に直面したと強く主張する。本書のでだしから、ダイゼンハウスは彼

が各人に下した結論を次のように詳細に説明する。すなわちシュミ ットは

重要であるが、彼の短所は完全な拒絶を呼び起こすものである。ケルゼン

は「彼自身の意図とは対照的に理解」さ れなければな らない。そしてヘラ

ーの社会民主制の理論はそれ以外のものよりも「優って ("superior"）」ぃ
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る。まったく当然のこととして、過去からの主要な教訓はヘラーによって

供給され、ダイゼンハウスは知的にも政治的にも彼と一体となる。ヘラー

は、ケルゼンの法実証主義がナチスに対抗する防御を提示しなかったが一

方、シュミットの理論はおそらくヒトラーの権力奪取を「積極的に招き入

れた ("positivelyinvited’'）」と警告した (5頁）。

(3) 本書の研究手法についての問題点

ダイゼンハウスが彼の議論を展開し、歴史的な討論から私たちと同時代

の討論へと移るに従って、彼のアプローチはいろいろな点で問題を芋んで

いることが明らかになる。混乱と不正確さに加え、彼は主題、出典および

争点の選択という点で、それらを分析する方法という点に劣らず、人を混

乱させるほど恣意的である。彼はルドルフ・スメント (RudolfSmend)や

グスタフ・ラードブルフ (GustavRadbruch)のような突出した、その他の

思想家を無視するが、その理由は彼らが理論と 「社会参加 ("engage-

ment’')」を欠くというものであった。だが両者とも社会参加をしている。

本質的に同じ主題を扱ったある近刊書Dではスメントは卓越したワイマー

ル期の法理論家として紹介され、その理論はドイツ連邦共和国に関する憲

法的争点に影響を与え続け、彼はヘラ ーとともに、民主制の維持および充

実のための最善の選択肢を提示する。ダイゼンハウスはフランクフルト学

派が理論およびコミットメントという双方の準則に合致すると主張するに

もかかわらず、彼はその理論をウィリアム・ショウアーマン (Wilham

Scheuerman)の著書に関する脚注に格下げするだけである叫これらの他

の思想家は、選択された三人の法理論家たちをいくつかの思想の学派のパ

ラダイムとして利用するという本書の著者の主要な目標を明らかに妨げる

と思われる。彼は、同様の理由から「二次的資料の論議を回避した」 (6頁）

ため、その結果、それによって反論を受けるという制約なしにあるいはと

きに事実という制約なしに彼独自の論点を追求することが許された。 しか

しながら、その二次的資料の論議が自分の目的に適っているとき、彼はこ
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のような資料を恣意的に活用し、またば清報を投げ込むことによって彼自

身の「しつかりと設定された ("firmlyset”)」ワイマール期の境界を突破

し、そして論点はナチの時代からその二次的資料の論議に戻る。

(4)シュミ ッ トに対する嫌悪と尊敬の入り混じ った緊張関係に立つ本書

シュミットに対する多くの批判者（彼らは直ちに彼の考えを斥けた）と

は対照的に、ダイゼンハウスは、嫌悪と尊敬の入り混じった、彼との緊張

に囚われた関係を結ぶ。彼はシュミッ ト・ルネサンスを歓迎し、多くの点

で彼はシュミッ トの深刻な「独特でかつ重要な ("distinctiveand 1mpor-

tant"）」自由主義批評を採用すると同時に、彼の「実体的な立場 (“sub-

stantive position"）」を非難し、完全に拒絶する (xi頁、 38頁）。その主題に

ついてのシュミットの考えのもっとも明瞭でかつもっとも正確な解説の一

つを提供しながら、ダイゼンハウスはこの思想家の 「批評が、自由主義の

問題を芋んだ性質を、私たちと同時代の批評家よりもよりよく理解してい

る」と宣言する (38頁）。 彼は、自由主義と民主制のシュミッ トの区分の真

価を十分に理解する。この区分の本質は次のようなものである。啓蒙運動

期の自然法理論を起源とする、国家の中立性、法の支配および個人の権利

は、自由主義的な法治図家 (Rechtsstaat)の形而上学的および制度的な基

礎を構成する。 しかしこれらの目的を君主制下の法の伝統および権力に対

抗して実現するためには、自由主義は政治的にならなければならない。そ

の新しい法理論は、非人格的な法を君主の上位に位置づけ、それ（非人格

的な法）を国家権力行使の必要条件にし、法の産出を国民の立法府に移す。

しかしながら、国民主権との不可欠な妥協を行ううえで、自由主義は、民

主制の諸勢力が個人の権利だけでなく自由主義的な法治固家全体に危険を

及ぼし得る扉を開いた。それ以来自由主義は、議会主義と司法審査を通じ

てこれらの民主制の諸勢力を抑制しようと試みてきた。 しかしそれは中立

的な体系でなければならないという自由主義の要請によって生み出された

ジレンマのために、しだいにうまくいかなくなった。実際にこれは自由主
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義の政治制度および法制度を利用する様々な社会的および政治的諸勢力に

よる搾取（私的な濫用）や明らかな奪取への扉を開いた。これは、ワイマ

ール期が 1930年以降に直面するジレンマであり、ダイゼンハウスが強く

主張するように、多元的共存の諸社会の下で自由主義の前にいまでも立ち

ふさがる。

(5) ワイマール憲法の民主制的基礎に関するシュミットの考えの再演

ダイゼンハウスはまた、ワイマール憲法の自由主義的構成要素と民主制

的構成要素の彼の区分と同様に、ワイマール憲法の民主制的基礎について

のシュミットの立場のかなり正確な再演を提供する。シュミ ットにと って

憲法を制定し破壊する権力は国民だけに存する。彼は利益政党

Unteressenparteien)（政党は特殊利益を知る）が支配する議会の三分の二

の多数によって憲法の本質を改めることに反対した。ダイゼンハウスは、

国民を全体として同定すること、あるいは国民の「喝釆の行為 ("actof 

acclamation”)」ま たはその意思の表明がはっきりと形を与えられ得るとこ

ろのメカニズムを同定することの困難について、いくつかの決定的な疑問

を提起する (52-54頁）。 その疑問とは次のようなものである。シュミット

は治者と被治者の同一性という観点から民主制を定義したので、このよう

な（議会の三分の二の多数による憲法の本質の改正に反対するという ）解

釈は、国民の直接投票やそれと同種のものを通じた国民との同一性や代表

性を援用できた民主制的な独裁者の台頭を正当化できなかったか。ダイゼ

ンハウスは、「法的手段によって権力者の地位に就き」、次に既存の体制と

その権利を廃止するために合法性を利用する「専制君主」に対抗して、シ

ュミ ットの憲法改正についての立場が、自由主義的な法治固家に具現化さ

れた諸権利の弁護と見なすことができたと認める。これに関して、シュミ

ットの立憲主義的絶対主義は、自由主義の「中立性や自己破壊的脆弱性

("neutrality and self-subverting vulnerability”)」に対してあり得る一つの

答えを提供するかもしれない。(65頁） しかし、ワイマール共和国におけ
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る自由主義はその哲学および体系が「実体 ("substance"）」（例えば基本原

理、価値観など）を持つと認めるのを拒絶し、確立された法的なルールと

手続に従う者すべてに対する「中立性 ("neutrality"）」を主張する限り、そ

れらの実体が何であれ、自由主義は消える運命にあった。「こ のジレンマ

は」とダイゼンハウスは次のように結論する、「実際には、私たちと同時代

の自由主義の政治哲学および法哲学によって実際に具体的に示される」

(70頁）。

(6) シュミットの不合理でファシズム的な「実質的秩序」の拒否

「実体的秩序 ("substantiveorder"）」の必要性を認めるようにな ったの

がシュミットのおかげであると思いながらも、この実体に関するシュミッ

トの観念であるとダイゼンハウスが理解したものを彼は拒絶する。そのよ

うな者と同一人物の優れた学者であるシュミットが、つまり上述のように

自由主義に対する啓発的で不朽の批評を提供した者が、ダイゼンハウスに

よれば 「非理性的な ("irrational"）」 思想家でもあり、あからさまな「フ ァ

シスト ("facist”)」でもある。シュミットは「非理性的なものへの讃美歌と

なった ("constructedhymns to the irrational"」、ワイマール期の「反動主

義者 ("reactionaries”)」のうちの一人である (5頁と 14-15頁）。彼は、お

そらく「政治的戦闘における死を讃美した ("glorifieddeath in political 

battle”)」、そして政治家がそれについて説明責任を持つ法の中に具体化さ

れた、国家に対抗する個人の権利に敵対するほどの「個人主義それ自体に

対する憎悪 ("hatredfor individualism itself'）」 を持っていた (94-95頁）。

それゆえ中立的な自由主義であれば決定を拒否するところの「競合する神

話の多元的世界 ("pluriverseof competing myths"）」でシュミッ トは、主張

されているところによれば 「彼自身の神話」を提示した。その神話とは

「その主な動機づけの力が、政治的なもののその魅力、つま り他者または非

信仰者との実存的な戦闘というロマンスであるところの一つのファシズム

の信条である」(94頁）。ダイゼンハウスは、その正当性が非理性的に基礎
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づけられるところのカリスマティ ックな指導者によって導かれる 同質的な

国民国家 (nation)としての、将来のシュミ ット主義の秩序を描く 。反民主

制のエリートは、「国内の敵 ("internalenemies”)」の完全な排除を決定す

ることになるし、その結果その統一された国民国家がフ ァシス トたちによ

って讃美される、国外の実存的戦闘に備えることができる。

(7) 自由主義的民主制の合法性の基礎を意図的に掘り崩すシュミット

シュミ ットの法理論は、ワイ マール期の危機に対するプラグマティック

な応答であるというよりも、 主張されるところによれば、大統領の権限一

般とりわけ第 48条に関する 「自由主義的民主制の合法性 ("liberaldemo-

cratic legality’'）」を掘り崩すことを意図的に狙っている。シュミットは、

ワイマール憲法を、まさにもう 一つの失敗した 「政治権力の真に不合理な

起源を飼い慣らし制約する自由主義的な企て」と見なした (15頁）。権威

主義的な大統領職や後期のヒトラーを通じて、自由主義的 「相対主義

("relativism”)」は、 「絶対主義または無謬の独裁 ("absolutismor infallible 

dictatorship”)」に取って代わ られることになる (97頁）。

(8) 1933年の時点でもシュミ ッ トの思考と政治に何の断絶もない

それゆえダイゼンハウスに従えば、 1933年にシュミットの思考と政治に

何の断絶も存在しなかったし、むしろワイマール期とナチ期との間には連

続性が存在した。実際にシュミ ッ トはヒトラーを「歓迎した ("wel-

corned")」（30-40頁）。ここでダイゼンハウスはジョン． P.マコーミ ック

(John P. McCormick) やウィリアム• Eショウアーマン (WilliamE 

Scheuerman)の近年の解釈によ ってはもちろんのこと、反動的近代主義

者に関するジェフ リー・ ハーフ (JeffreyHer£)の研究業績によって補強さ

れた、ユルゲン・フ ィジャカウスキー (JurgenFijalkowski)の 1950年代の

命題を、それを認識することなく復活させている 3)。40年間に及ぶ研究活
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動の足跡はこの学問分野をフィジャカウスキーが稀に引用されるほど、は

るか彼方に連れて行ったので、非理性的でロマンチックな思想家としての

シュミッ トという解釈は少なくとも 10年前に反駁された叫敵または実

存的な戦闘の夢想的なヴィジョンや戦争の讃美に夢中にな っているシュミ

ットというような描き方は、単純に馬鹿げている。このような解釈や特徴

づける用語法は、彼が実際に書いた内容によ って、あるいはその他の何ら

かの歴史的な証拠に よって維持され得ず、不可解である。そのうえこのよ

うな不正確なまたは誤解を招く特徴づけを除いたとしても、この著作から

シュミッ トの「実体的な ("substantive"）」立場とは本来どういうものであ

ったのかを確定することは難しい。

(9)シュミ ットが内気な詐欺師であるという確信に基づく本書の記述方法

シュミッ トの著作と、ワイマール末期の彼の政治的含意のその性質は、

シュミッ トをワイマール期の意図的な破壊者とする見解に反駁する。歴史

的証拠は不継続性の弁護を証明する。 したがってダイゼンハウスは彼の

「統合法学 ("integratedjurisprudence”)」によって、またシュミッ トの著作

の至る ところをあちこち動き回り、ワイマール期からとナチ期からのシュ

ミット主義の思想を結合するときに歴史的および状況的文脈を無視するこ

とによ って、彼の言い分を構成しなければならない。ダイゼンハウスの手

法はまた、シュミ ットが実際に言っ たことよりもシュミ ットがおそ らく意

味したと思われるものについての推定上の論証に基づく 。すなわち「この

矛盾の解決はその一部は. . . . . . になければならない。 (72 頁）「 さて • ••を思い

出してください、そしてまた・・・…彼の見解を思い出してください。それは

次のようになるにちがいない、彼は• •• •••と思 っ たに違いあり ま せん。 」 (80

頁）。ダイゼンハウスは、シュミットが「内気な (“coy"）」詐欺師であると

確信しているため、このようなアプローチに訴えることが必要であると考

えた。「シュミ ットの思想は故意に非体系的である ("Schmitt'sthought 1s 

deliberately unsystematic"）」。というのも 「彼は、疑いを差しはさむ余地



(506) 神奈川法学第 53巻第 2号 2020年 189 

がまったくないほどその手のうちを明らかにすることを望まなかった

("he did not want to reveal his hand too clearly"）」からである (41頁）。す

なわち、彼は「彼のもっとも深い洞察を隠そう ("tohide his deepest in-

sights”)」とつねに努めた (87頁）。ダイゼンハウスは、シュミットの「ご

まかしの内在的な諸条件、つまりワイマール憲法の真の性質についての彼

の見せかけの揺らぎ ("deceptive,immanent conditionals, his fake waver-

mgs as to the true nature of the Weimar constitution''）」を書く (85頁）。

しかしながら、ダイゼンハウスはその手法を用いてこのベールを通り抜け

て、真のシュミットを暴いた。それゆえ 『憲法理論 (Verfassungslehre)』の

一節において、ダイゼンハウスは「自由主義の政治に対するシュミットの

理解の糸口 ("clueto Schmitt's understanding of the politics of liberal-

lSm’'）」と、「彼の著作の深い構造に対する瞥見 ("glimpseinto the deep 

structure of his work"）」を見い出す (69頁）。

(10)政治的神学者としてのシュミットとファシストとしてのシュミット

この同様のアプローチが完全に異なった結論に到達するためにハインリ

ッヒ・マイアー (HeinrichMeier)およびアンドレアス ・ケ ーネン

(Andreas Koenen)によ って近年用いられた。そのことに よって生じた困

難に、ダイゼンハウスが真剣に取り組まれなかったことは言うまでもない

ことであるが、彼はそれについてけっして言及しない。彼らもまた、ダイ

ゼンハウスのファシストとしてのシュミットではなく、シュミットの「レ

オ・シュトラウス (LeoStrauss)との隠された対話」を再発見するために

主張されているところのごまかしを覗き込んだし、彼らはシュミットが根

本的には政治的神学者であると決定したのであり、黙示録やキリスト教的

終末論的歴史への彼の信条は彼の執箪活動および政治活動を促す主な要素

であったとし、彼を理解するための鍵であった叫 シュミットの歴史記述

における「神学的なねじれ ("theologicaltwist’'）」 を反映したこの近年の研

究成果を完全に無視しながら、ダイゼンハウスはシュミットやワイマール
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期の終焉についての彼の解釈に、あるいはファシストとしてのシュミット

についての彼の描写に、同意できない学者を「弁明者 ("apologists”)」とし

て繰り返しかつ厳しく退ける。 しかしダイゼンハウスは、彼らを弁明者に

しているものや、なぜ彼らがこの役を演じたいと思ったのかをどこにも正

確に説明せず、彼ら自身の知的および政治的見地や結び付きが少しもシュ

ミット主義ではない場合にはとりわけそうである。

(11) シュミットの思想を内在化した本書

このシュミッ ト主義の一体感についての誤った特徴づけや、弁明者とい

う根拠のない非難は、1980年代にドイツの左翼の中で表明化した時に反駁

された叫 マコーミックは、シュミットをファシストとして見るダイゼン

ハウスの見解を共有するが、その近刊書の中で「弁明的であると、もっと

も頻繁にそして激烈に批判された」者たちは、「実際には、特定の政治的イ

デオロギーを理由にシュミットを奨励しない」と述べた凡 ずいぶん前に

これらの非難が反駁されていたために、シュミット研究のもっともドラマ

チックな変化は、主張されているところの弁明者によるシュミッ ト主義の

思想の何らかの奨励ではなく、むしろ左麗による、そして自由主義者によ

る、彼の理論に対する関心の高まりであった。皮肉なことにダイゼンハウ

ス自身は彼が弁明者としての汚名を着せようとした者たち以上に、とりわ

け自由主義に対するシュミットの批評に関してシュミットの思想を内在化

されたし、さらには私たちが私たちの同時代を分析する際のシュミットの

適切さに賛同する主張を行った。

(12) ワイマール期の終焉についての本書の疑わしい歴史解釈

シュミットの理論がヒトラーの権力奪取を「積極的に招いた ("posi-

tively invited”)」というダイゼンハウスの説は、ワイマール期の終焉や、そ

れとシュミッ トと の関係についてダイゼンハウスの疑わしい歴史解釈と同
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様に、同等の問題を芋む。ダイゼンハウスは、ワイマール期が「賢明な、

熟考したうえでの計画に基づき」 (22頁）民主制擁護反対論者によって不

可避的に破滅するように運命づけられたか、あるいは意図的に転覆させら

れたかのどちらかという、あまりに簡単に割り切った二分法を提示した。

彼は、彼の歴史的な情報のためにほとんど排他的に依拠するドイツの歴史

家、エバーハード ・コルブ (EberhardKolb)によ って主張されたように、

「恥知 らずな手法を用いて ("byunscrupulous methods”)」熟考したうえで

の破壊過程という見方を堅持する。 ドイツを導いて潜在的に致命的な危機

を切り抜けさせる試みとしてその大統領制 (1930-1932年）を理解した学

者たちを、ダイゼンハウスは不可避的な崩壊という命題の信奉者であると

間違って認定した。たとえ彼らがこのような命題をけっして主張しなかっ

たとしても。このタイプの疑わしい歴史は、批判に耐えられる解釈の多様

性だけではなく、これらの年月の政治的、経済的および憲法的な危機の複

合性を無視した。

(13) ワイマール期を守るための大統領制政府についての本書の歪んだ評価

その大統領制が 1930年に開始されたとき、誰もこれから起こるであろ

う新しい危機または次の数年間に生じる困難な政治選択を予測できなかっ

たであろう 。ダイゼンハウスが右翼の陰謀家と理解した者と関わりのない、

次のような多くの者は、その大統領制がワイマール期を守ると見なした。カ

トリ ック教徒の中央党、ドイツ国民ユダヤ教徒の中央協会 (Zentralverein)、

ハーバード大学のカール・ ］． フリードリ ッヒ (CarlJ. Friedrich)およびド

イツにおけるアメリカ合衆国の大使館付き武官さえもそうである。もしも

この歴史的状況に多大な重要性を置こうとするな らば、この主題に関する

歴史研究のバランスの取れた見地を獲得する必要はもちろんのこと、この

ような認識の仕方と期待を考慮する必要がある。不可解にも、説明のつか

ないことに、ダイゼンハウスは、この種の研究をハインリ ッヒ・ブリュー

ニング (HeinrichBruning)に限定したが、このことは、いく人かの歴史家
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たちがその大統領制の最初の首相がワイマール期の破壊ではなく、ワイマ

ール期を導いて危機に苦しめられた時代を切り抜けさせることを意図して

いたと考えることを少なくともダイゼンハウスに譲歩して認めるように導

いた。 しかしそこでダイゼンハウスは、シュミッ トがブリューニ ング政権

の憲法の助言者として彼の大統領制との関係を始めたこと、そして 1930

年と 1932年の間（ほとんどその政権の全歴史で）、彼の理論および法的意

見がこの政権の政策および政治的戦略を支持したことを考えに入れようと

しない。

(14)大統領制政府内の様々な連携のうちのシュミ ッ トとシュラィヒャー

ダイゼンハウスは また、その大統領制政府内での様々な政治的提携だけ

ではなく、複雑な動機、変化する状況、そして 1932年の政治のダイナミ ッ

クスを見落とす。シュミットは、パーペンとではなくシュラィヒャーと連

携した。ダイゼンハウスが利用したと主張した出典である、ハンス・モム

ゼン (HansMommsen)でさえも、この本質的な相違を認め、その結果 「シ

ュラィヒャ ーは、パーペンとガイル (Gayl)によって宣伝された 『新秩序

('new order'）』を支持して既存の憲法体制を徹底的に捨てるという構想か

ら自分自身を切り離して考えることを強調した。彼は、 憲法改正のための

彼らの計画を実行するとか、あるいは法律の中にその大統領制をしつかり

固定するとか、 どんなものであれ、いかなる努力もしなかっ た • •• •• •彼は、

既存の政治秩序の画期的な再構築に対するツェーラ ー (Zehrer)の信念を

明らかに共有しなかった。というのもシュラィ ヒャーの第一の関心事は、

ヒンデンブルクの心にそれほど重くのしかかる憲法的対立をつねに回避す

ること、そして大統領体制の有効性を回復することであ っ た 。 •• ••• •シュ ラ

ィヒャ ーは、景気の急激な上昇を頼りにしていたし、これが実現する時ま

で時間稼ぎをしていただけであった。」と述べた見



(502) 神奈川法学第 53巻第 2号 2020年 193 

(15)プロイセン州の緊急事態宣言はワイマール体制の意図的転覆か

さらに言えば、ダイゼンハウスは、プロイセン州の緊急事態に関する 7

月20日の宣言が、政治的な麻痺状態、蔓延し増大する暴力、内戦の現実的

な脅威、そして高まるナチの兵力と権力奪取への機運を牽制するために何

らかの戦略を探す努力によ っで必然的に生じたものであるという、大統領

制政府内の者たち （およびシュミ ット）によ って理解され得るという考え

を退ける。ダイゼンハウスにとって、その政府内のすべての政治家と彼ら

の憲法学者はワイマール期の意図的な転覆を共謀した。シュミットの役割

のより正確に描いたものとして引用されるといってもよい、シュミット論

争に関与していない評判の高い歴史家たちの中に、プロイセンに関する指

導的な権威、デイートリ ッヒ・オルロウ (DietrichOrlow)がいる。オルロ

ウはもちろん弁明者ではないが、次のように書いた。つまりシュミットの

見解では連邦大統領は「その国家を崩壊から守るために彼が必要と考える

どんな行動もとる権利と義務を持っ た 。 • • ••• • 1 932 年 7 月に憲法上の緊急

事態が存在したし、連邦の大統領および内閣は共和国の実効能力の保持の

ために正しく行動した。」9)オルロウは、ブリューニン グ、パーペン、シュラ

ィヒャーの権威主義および 「保守的復古主義 ("conservativerestoration-

lSffi’'）」と呼んだものに対して批判的である一方で、彼らがそれでも「法治

固家の原理を尊重 した ("respectedthe fundamentals of the Rechtsstaat’'）」

と特記する 10)。しかしなが らダイゼンハウスにと って自由主義的法治国

家に対するこのような順守は、ラィヒ政府の立場およびそれに関連するシ

ュミッ トの憲法解釈のほとんどを支持した上級裁判所の判決と同様に、ワ

イマールの自由主義的法学およびその規範主義的法実証主義の持つ問題の

もう 一つの例として単に奉仕することになる。

(16) 1933年 1月のシュラィヒャーの計画を除外する本書

ダイゼ ンハウスは、シュミ ットが関与 した 1933年 1月のシュラィヒ ャ
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ーの計画を完全に除外する。この致命的な歴史的出来事は、その大統領制

がその状況を安定化することを決して意図せず、あるいはナチスを阻止す

るのに決しで必要ではなかったというダイゼンハウスの説に挑戦する。シ

ュラィヒャーは、議会政治が最小限の有効性であっても機能する希望を持

ち得るところの政治的な空気を経済復興プログラムが回復する時までの、

一時的な緊急事態を勧告した。ワイマール憲法とその政治システムは、権

威主義的に方向づけられた復興の時期には変えられないであろうが、全シ

ステムの生き残りに対する差し迫った脅威ば必要があれば軍事力を用いて

でもナチや共産党を法的に弾圧することによ って取り除かれるはずであ

る。「権威主義的な軍事体制の確立の見込みは、 ドイツ政府の元首にアド

ルフ ・ヒトラー (AdolfHitler)が就任するという悲惨な結末を人類にほと

んど確実に与えたであろう」とヘンリー• A ターナー (HenryA. Turner) 

は記した。それどころかシュミットとともに、社会民主党の指導者、オ ッ

トー・ブラウン (OttoBraun) はこれを理解した。すなわち彼はいくつか

の政治的譲歩と引き換えにシュラィヒャーの大統領命令による統治を進ん

で支援した。ダイゼンハウスの主要な歴史的な出典、コルブでさえも、「う

まく行けば、予定されていた憲法違反とその結果として生じた緊急事態の

宣言は、ナチの権力奪取を阻んだであろう 。」と 主張した 11)。

(17) ケルゼン評価においてシュミットの立場を採用する本書

ダイゼンハウス自身は、その後を受けて次のように説明する。つま りハ

ンス ・ケルゼン、つまりワイマール憲法の自由主義的な支援者は、「大統領

命令に伴う第 48条の解釈について国事裁判所と同様にも っともらしいだ

けではなく、政治的立場からさえも望ましいというべきである」と最終的

に結論した (128頁）。さらに、ダイゼンハウスはシュミットの主張する政

治についてのケルゼンの激しい非難に倣い、またハンス ・ケルゼンの法の

純粋理論に対する一つの批評を持ってゴールする。その批評ではダイゼン

ハウスは規範主義に対抗するシュミ ットの立場を実際に採用した。これに
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関してダイゼンハウスは、法の純粋性および中立性を保持するためのケル

ゼンの試みの中や、倫理、政治、イデオロギーなどからそれらを隔絶する

ことによる法体系の中にその実例をみることのできる自由主義を攻撃する

ためにシュミットの分析および理論を利用する点で、ワイマール期の一部

や私たちと同時代の左翼に倣う 。シュミット主義の「政治の現実 ("reali-

ty of politics”)」を無視しながら、ダイゼンハウスは次のように書く 。「ケ

ルゼンは、それゆえある規範の下に政治を包摂するという自由主義の欲求

と、そうすることの自由主義の実質的な不能を完全に描写した。」同様に、

自由主義的な中立性へのケルゼンの執着はその制度の内部からの「サタン

による ("Satan's”)」転覆に対抗する一切の保護もまたは「サタンは誰か

("who Satan is"）」を見分ける方法さえも提示 しなかった (156頁）。

(18) ケルゼンとシュミットの両者の思想の根本的問顆

ダイ ゼンハウスがケルゼンを取扱うときのいやに念入りな分析および評

価はケルゼン研究家に委ねるべきである。 しかしながらまさにシュミット

に対する彼のアプローチと同様に、 「ケルゼン研究家のほとんどが受け入

れ難い ("anathemato most Kelsen scholars"）」だけではなく、 「ケルゼン自

身の見解にも反する ("contraryto Kelsen's own views’'）」方法でこの規範

主義者を取り 扱うことが正当化されるとダイゼンハウスが思っているとい

う点は指摘しておく価値がある (104-105頁）。ここでも ダイゼンハウスは

ケルゼンの「実践的な ("practical”)」意味に「稀でかつ重要な一瞥 ("rare

and important glimpse"）」を与える。 しかしながらケルゼンを簡単に打ち

負かすためにシュミットを呼び出した後に、ダイゼンハウスは双方の思想

家が思い違いしていたと結論する。ケルゼンだけではなくシュミットも、

ダイゼンハウスが断言するところによれば神お よび真理が存在しない道徳

的相対主義の近代的世界に起因するところの政治および社会についての問

題やその可能な解決策に関して「正しい語り方 ("rightway of telling the 

story”)」を持ち合わせていなかった。ケルゼンの法実証主義の含意は、真
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理が優勢であるかどうかによって決定されるところの「破砕されたヴィジ

ョンの多元的共存の世界 ("pluriverseof fractured visions”)」のそれであっ

たのに対して、シュミッ ト主義のヴィジョンは、おそらく「非理性的な諸

勢力の戦闘における意思の勝利 ("triumphof the will in the battle of 

irrational forces"）」の観点からこのような結果になった (160頁）。

(19)近代的世界に起因する問題についての正しい語り方

その正しい語り方はヘルマン ・ヘラ ーに属するものであり、ヘラーはケ

ルゼンとシュミットに対する批評の中で「法と政治に関するより望ましい

像 ("moredesirable picture of law and politics”)」を提示した (160頁）。ヶ

ルゼンまたはシュミットの地位に達しなかった、 ドイツ以外ではほとんど

知られていないヘラ ーは、近年、ダイゼンハウスやその他の者のような崇

拝者によって両者の地位まで遡及的に高められた。ここに自由主義者のケ

ルゼンと 「ファシスト ("fascist’'）」のシュミッ トに代わる社会民主制のワ

イマール期という選択肢が存在した。 もっとも実際にはヘラ ーの活発な社

会民主党員としてのその党派心と興奮しやすい気質は、ワイマール期の政

治理論および法理論において相対的に「主流から周縁に追いやられた

("marginalized’'）」状態に彼を置いたし、 1933年の彼の早い死はそれに続

いた独裁、破滅および再構築という決定的な数十年におけるいかなる貢献

をも阻止した 12)。ヘラーがいくつかの重要な領域でシュミットからどれ

ほどの借りがあったかは、次のように目を見張るものがある。すなわち法

の歴史的お よび社会学的性質だけでなく 、政治的なものもそうであり、さ

らには決定、主権、同質性の重要性。またさらには敵から区別して友を決

定するためと、国内と国外からの脅威に対抗してそれ自体（友）を守るた

めの国家の必要性さえも 。これほど多くの領域におけるこの知的な恩義に

ついてのコメントの中で、ピータ ー・ コールドウェルはそれが特に外交問

題になると、ヘラーとシュミットの国家論について実質的な区分は存在し

なかったと述べる 13）。しかしヘラ ーが政治お よび法に関する理論におけ
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るこれらの問題のいくつかに彼自身の立場を展開 しただけではなく、シュ

ミットを彼の 「主要な政治的標的 ("principalpolitical target")（訳者のコメ

ント： 書評の英語原文は principleであるが書評対象の英語原文ではprin-

cipalであり訂正した。）」と見ていたとダイゼンハウスが主張した点はお

そらく正しい。というのもダイゼンハウスはシュミッ トを民主制と法の支

配に対する危険な人物であると見な していたからである (163頁）。ヘラ ー

にと ってシュミッ トは、ブルジョアジーがその財産をプロレタ リアー トか

ら守るという より広範な試みを象徴する。この点からすれば、議会の組織

はもちろんのこと、きわめて神聖な、冒すことのできない個人の権利、 司

法府および法実証主義が、民主制や国民主権の勢力をそらすために役立つ

ことを当初から意図した自由主義のその挫折に対する論理的な応答とし

て、シュミッ トの思想は理解され得る。最後の頼りとして、ブルジョアジ

ーは、シュミッ トと同様にその財産を保護するファシス トの権力を支持

し、進んで自 由主義と法の支配を廃棄した (193頁）。

(20)ヘラーの社会的法治国家の道

それにもかかわらず、ヘラーはブルジョア自由主義の過去および近年の

実践に対する辛辣な批評家であるけれども 、自由主義の基本的原理が廃棄

されること よりもむ しろ、民主制的な法理論に転換されなければならない

と信じた。個人の権利 と法の支配とは、国民主権の原理を実現する一方で

「法、権力お よび倫理 ("law,power and ethics’'）」を一体化することになる

新しい法秩序に統合することをヘラーが望んだ西洋文化の伝統に対する重

要な貢献であった。ヘラ ーのような民主制的社会主義者にとって、これは

自由主義的な法治固家から 「社会的法治固象 ("socialRechtsstaat”)」への

変質にほかならない。社会的法治国家は自由主義がこれまでやって来た法

の前の平等や普通選挙だけではなく、 民主制的な社会的平等を促進したシ

ステムになる (195-196頁）。
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(21)ヘラーの思考の不透明性

ヘラーの思想の理論的および実践的性質やダイゼンハウスのそれらの説

明について深刻な問題が存在する。ダイゼンハウスは、ヘラ ーがシュミッ

トのおそらく非理性的な思想に代わり得る選択肢として、理性に基礎づけ

られた政治および法の理論を提示すると主張する。だがヘラーの思考はそ

の本質的な点で見通せないかまたは不完全である。倫理的原理がすべての

法の基礎となるはずであると主張する一方で、彼は法の重要性および個人

の固有の自尊心という漠然とした観念を提示することを除いて、それらが

何であるかを決して詳しく説明しない。このような観念は、もちろん非常

に興味をそそり、原理上または抽象的な理論の立場として反対することは

難しいが、社会や政治にそれらの観念を具体化しようと試みるとき、ある

いはそれらの本質や実用的な適用についての何らかの合意を見出そうと試

みるときでさえも、かなり厄介であり、不和を生じさせる。その問題は、

ヘラーが自然法論を放棄していることによって、また倫理的原理が文化的

に結び合わされているという彼の信念によって悪化する。それを否定する

ダイゼンハウスの試みにもかかわらず、このことは、相対主義のように感

じられ、このような原理についての基礎的なコンセンサスを欠く実際の多

元的共存の社会（たとえばワイマール期）において何が倫理的、道徳的あ

るいは真実であるかを誰が決定するのかという古いシュミ ット主義的な決

定主義のジレンマを生じさせる。どのようにしてそのような個人主義がヘ

ラーの社会主義の価値および目標と調和され得るのかは明確ではない。何

らかの形で、これらの倫理的原理は「民主制的な理性のプロセス (“proc-

ess of democratic reason”)」を通じて実定法に規定され、次に実現される

ことになる (205頁）。

(22)権威主義的契機の必要性から生じる不透明性

目につくほど注目すべきことは、このような討論が打ち切られなければ
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ならなくなり、その結果その争点が権力によ って解決されるところまで必

然的に達するところの「権威主義的な契機 ("authoritarianmoment’'）」の

必要性に対するヘラー自身の承認である。この概念はヘラーの思考をより

見通せないものにするだけではなく、シュミット主義的な決定主義の思想

の一つの型であることは否定できない。さらに重要なことに、本質的な原

理に関するヘラーの選択的な観念は、ワイマールのブルジョア的な自由主

義者のそれらの原理と衝突した。多くの社会的、政治的および法的な戦闘

は、それらの中心には、財産の自由主義的な神聖さに対抗する、ヘラ ーに

よって擁護された社会正義や平等を達成するためにそれ（財産）を制限す

る必要という 問題があった。誰もが認めるように、彼の「司法審査に対す

る敵意 ("hostilityto judicial review”)」、つ まり大切な自由主義の価値に対

する敵意は、これが立法府によ って明らかに示される時の国民の主権的な

民主制的意思を妨害することによって階級支配と財産を守るためのブルジ

ョアのメカニズムとして奉仕し、それによって自由主義的法治図家から社

会的法治固家への変質を妨げるという彼の信念に主として由来する。

(23)社会的法治国家または社会的平等とは何か

驚くことにダイゼンハウスもヘラ ーも、ワイマール期 （またはついでに

言えば私たちと同時代の社会）において何が社会的法治固家または社会的

平等を構成したかを説明さえしていない。確かにそれは法の前の平等と選

挙権以上のものを意味した。それはブルジョアの財産の制限かあるいは富

や地位の実質的な再配分を含むのか、それともひょっとしたら資本家勢力

に対する国家規制または管理を含むのか。1931年のある論文の中でヘラ

ーは おそらく国家を独占する「私的な資本家勢力 ("privatecapitalist 

forces"）」を取り除くために、経済に対する国家の「権威主義的上位性

("authoritarian superordination")」を要請したとき 、後者（資本家勢力に

対する国家規制または管理）を強く示唆した。ヘラーのこの露呈した重要

な側面は、無能な議会とのつり合いのために国民の直接投票によって正当
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化される「権威主義的国家 ("authoritarianstate'＇）」に対する彼の要請と同

様に、彼の理論にとってのその広範囲にわたる意義や、一般的にはワイマ

ール共和国またはドイツ社会の未来にと ってのその政治的含意と矛盾する

短い段落をダイゼンハウスから受け取る (207頁）。 これは、ワイマール期

の問題に対する妥当な解決であったのか、あるいはドイツ社会の社会主義

者でない階層が抱く最悪の恐怖を確認することや、内戦のための処方箋で

あったのか。

(24)本書とダイゼンハウスの他の論文との相違

また特記するに値するのは、他の場面において、つまりこの書評の対象

である本書についての簡潔な要約を提供する論文では 14）、ダイゼンハウス

はヘラーおよびその思想についてより 一層ぽんやりしたイメージを描く 。

そこでは、「本来備わっているよいものとしてではなく、私有財産の安全を

確保する手段としての • ••• •• 民主制やその法治固家」を確立した階級として

「ブルジョア ジー ("bourgeoisie’'）」に対するヘラーの激しい非難の兆しも

なければ、 （本書 193頁で議論されたような）ブルジョアジーがその財産を

守るためにフ ァシストの独裁者に法の支配を生贄に捧げたと彼が信 じたこ

との兆しも存在しない。ヘラ ーとダイゼンハウスの双方のキー概念と目的

ー 「社会的法治国家 ("socialRechtsstaat”)」―もまたその論文では言

及されない。「社会的平等 ("socialequality”)」のための必要にだけ言及し

ながら、ダイゼンハウスは「あ らゆる市民の自由と平等 ("freedomand 

equality for all citizens”)」を約束する 「民主制的法治固察 ("democratic

Rechtsstaat’'）」についてのみ書 く。ダイゼンハウスがシュミ ットを、 実存

的な戦闘や暴力のグローバル化の非理性的なロマンティ ックな神話を促進

するナチスの「ファシスト ("fascist”)」の先駆者としてではなく、 「共同体

主義的実存主義者 ("communitarianexistentialist”)」や「右翼の第一の法

理論家 ("foremostlegal theorist on the Right"）」 としてのみ描くとき、シュ

ミットでさえも相対的にましなもののように見える 15)0 
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(25) シュミットの反ユダヤ主義についての本書の扱い方の不備

ダイゼンハウスの本書においてうまく逃れたヘラーについてのもう一つ

の厄介な側面は、彼の歴史に具体化された民族的 (volkisch)思想と、彼が

保守的理論家にかなり依拠していることに関わり、そのために左翼および

中道の社会主義者は彼を酷評した。ヘラーの著作に理解を示す急進的な右

翼の理論家たちの中でその仲間であるオット ー・ケルロイター (Otto

Koellreutter) は、 1934年の初めにシュミットの非人種的理論および伝統

的なヘーゲル主義的保守主義が、国民社会主義的なイデオロギーの実現の

障害であるという理由で、シュミットに対するナチの理論家による攻撃の

指揮を執った 16)。これは次の事実に照らすならば、さらに奇妙に思える。

つまり、その事実とは、シュミットという法律家の反ユダヤ主義や、主張

されているところのこの争点の無視や、それといわゆる弁明者によるシュ

ミット理論との関係についての論難に取り掛かるために、ダイゼンハウス

はワイマール期のシュミットの法理論を吟味することを敢えてしていない

ということである。 しかしながら、ダイゼンハウスは、シュミットの法理

論も、彼のワイマール期の数年さえも扱わず、むしろシュミットがナチ期

を通じて書いたものを扱う 。それとは反対のダイゼンハウスの抗議、つま

りシュミットのナチスとの非難されるべき妥協というこの側面は、シュミ

ットが批判する学者によって詳しく扱われてきた。同様に、第三帝国期の

シュミットの反ユダヤ 主義についてのジョージ・シュワーブ (George

Schwab)による扱いに対するダイゼンハウスの歪曲は、それが不必要でか

つ不適切であることと負けず劣らず、疑わしい。ダイゼンハウスの告発

は、彼とシュワーブの関連部分を比較することによって容易に退けられ得

る叫

(26)友一敵理論と反ユダヤ主義を結び付けることへの疑問

反ユダヤ主義または人種主義が、1933年以前のシュミットの個人的な交
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際または理論において何らかの役割を演じたことを今日まで誰も示すこと

ができないという事実が依然として残る。ダイゼンハウス自身が反ユダヤ

主毅を弁護するために挙げる証拠は、ナチ期および第二次世界大戦後期か

ら始まる。シュミッ トの戦後の日記の中のこれらの文章がこの全体の問題

の体系的な再調査を余儀なくさせるにもかかわらず、これらの文章が彼の

ワイマール期の理論の反ユダヤ主義的な次元を示唆しなかったことは留意

しなければならない 18)。さらにはシュミ ットの多量の遺品 (Nachlass)は

ワイマール期の彼の政治または思想という点でどんな反ユダヤ主義も露わ

にしなかった。さらに加えて、ナチスがワイマール期にはシュミ ットを完

全に無視したことや、彼の思想がナチの理論または政治にいかなる影響も

与えなかったことは、豊富な証拠書類によって少なくとも 20年間確立さ

れてきた。シュミッ トの友一敵理論がユダヤ人の排除を正当化するという

ダイゼンハウスの怪しい主張は、その友一敵理論の非人種的特徴がナチス

のイデオロギーと正反対であるという理由からナチスが彼の友一敵概念を

酷評し否認したことが実証されたという事実を無視する。実際には、ナチ

が弾圧を行うための指針であるどころか、シュミ ットの友一敵の見地は、

何よりも人間、集団のアイデンテイテ ィおよびそれらから結果として生じ

る対立や戦争の人類学的な性質についてのジークムント ・フロイト

(Sigmund Freud)のホ ッブズ主義的見解であった19)。

(27)ヘラーの人種主義的見解についての本書の扱い方の問題性

明らかにワイマール期におけるシュミ ットの政治理論および法理論は、

人種主義的でもなければ、何らかのタイプの民族的 (volkisch)思考を必然

的に含まなかった。これらは、シュミ ットが研究しなければならずかつ当

然ワイマール期の彼の理論に統合しなければならない領域でさえもなかっ

た一方で、ヘラーの民族的志向性は、 1920年代の彼の書 き物には繰り返し

現れた。シュ ミッ トが彼の著作や用語をナチのイデオロギーとより両立で

きるように努力しながら、第三帝国になってだけ採用し始めるようになる
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一種の右翼の民族的術語を、ヘラ ーは決ま って採用した。それにもかかわ

らず、ヘラ ーの人類学についてのダイゼンハウスの一つの短い文章は、彼

の思考のうちのこの次元の兆候を少しも提示せず、彼が民族的国民主義的

な見解を記述するときに使っていた、彼に不利な卯と魂 (Blutund Boden) 

という術語を都合よく避ける。ダイゼンハウスは、それらの人種主義的理

論家に対するヘラーの批評を（正確に）述べるだけである。その人種主義

的理論家は、上下関係の階層構造にそれらの人種を分類すると想定され

る、不変の区別の目安となる特性および人種的魂を授けられた純粋の人種

の存在を確立したと称せられる (190頁）。 しかし文化の問題とは別物とし

て、人類学の問題として合衆国における「ニグロ問題 ("negroquestion’'）」

についてのヘラ ーのびっくりさせる陳述は、彼が何らかの人種主義的思考

に影響を受けやすかったことを示唆する。ダイゼンハウスはこれを脚注に

追いやり、それを彼の一般理論と 一貰しない「唐突な発言 (“oddre 

marks"）」として退ける (192頁）。

(28) 血と魂についてのヘラーの言及を適切に位置づけること

ヘラ ーが強調した文化や歴史を遥かに超えているものによって決定され

る「国民的な特徴 ("nationalcharacter"）」を彼が信じたことは、彼の全集

から明らかである。彼は次のように書いた。「人間の共同体のもっとも生

き生きしたかつ永続的な形成は、組織的、合目的な利益団体に基礎づけら

れず、むしろ有機的、自然主義的核を持つ。介入したり、他者から自分た

ちを区別することはなく、人間を結びつけるもっとも重要な自然主義的相

互関係は血と魂であり、血統および地理的環境である。両者は民族の生得

的な基礎を形成する。」20)もちろんヘラーのこの次元は過度に強調される

べきではなく、それに代わって彼の全体の思想という適切な文脈内で読ま

れるべきである。同様のことは、シュミットの問題のある側面にも当ては

まる。 しかしこのような思想は知らされ、かつ彼についての一般的な説明

に統合される必要がある。というのもそれらは、それらがどのように同質
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性、国民的なアイデンテイティおよび国家間の関係などについての彼の概

念に関連する可能性があるのかについての興味深い問題を引き起すからで

ある。それらは、もちろんこのような過去や現在の重要性を付与された人

物を何らかの形で包括的に理解するためには不可欠である。

(29) ロールズやハーバーマス以上に優れている理由の問題性

彼の本の最終章では、私たちと同時代の法理論にヘラーが重要な意味を

持つことを扱いながら、ダイゼンハウスはジョン・ロールズ (JohnRawls) 

が政治的自由主義の理論を展開する近年の努力を分析し、その結果それを

拒否するときに再びシュミットの自由主義批評に依拠する。ロールズは自

由主義対民主制というシュミット主義のジレンマに直面するとき、究極的

には「民主制よりも自由主義を選ぶ」 (248頁）。ロールズ以上により見込

みがあるのは、ユルゲン・ハーバーマス (JurgenHabermas)の民主制の理

論であるが、ダイゼンハウスはこれを、ヘラーについてのそれほど満足の

いく見直しにはなっていないと特徴づける（とはいうものの、ダイゼンハ

ウスはハーバーマスがワイマール期のその法律家（ヘラ ー）を決して引き

合いに出さないことを認めているが）。ダイゼンハウスは、理性的な合法

性を通じて権力の現実を制圧する啓蒙運動の努力にハーバーマスが執着し

ていることを理由に彼を批判する。ダイゼンハウスやヘラーのような真の

民主制擁護論者は、いくつかの基本的な争点および価値について制度や先

取りされた討論を通じて民主制の諸勢力を制限することとは対極をなす、

理に適った民主制の熟議の過程とその結果に「信頼 ("trust”)」を置く 。そ

れゆえ平等主義からの近年の撤退や、それと同時に生じた、法実証主義の

再生および自由主義的法治国家の純粋に形式的な特性の保持によって自由

主義的価値観を補強することが何を意味するかについてヘラ ーは答えを依

然として出していない。しかし、ダイゼンハウスは、ヘラーの民主制擁護

論が「社会的法治固家 ("socialRechtsstaat’'）」を実現することによ って、さ

らにはそれの「社会的平等という変化する理念 ("changingideals of social 
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equality’'）」によってこの答えを提供することに唯一成功することができ

ると結論する (258頁）。この予測の持つ問題は、ヘラーあるいはダイゼン

ハウスがこの予測によって実際に意味させるものを誰も知らないというこ

とである。

ジョーゼフ ．W.ベンダースキー
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